
 

関東支社管内 土木工事等積算支援業務 手続開始公示説明書 

 

記 

 

１ 手続開始の公示日  令和 5年 2 月 22 日 

２ 契約責任者     東日本高速道路株式会社 関東支社 千田 洋一 

３ 契約担当部署    東日本高速道路株式会社 関東支社 調達契約課 

            （住所）〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-11-20 

            （電話）048-631-0020 

（Mail）ki-r-kanto@e-nexco.co.jp 

４ 参加表明書の作成に係る留意事項及び提出 

4-1.参加表明書の提出 

(1) 参加表明書の提出とは、本業務に参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）が契

約責任者に対し、当該業務の調達手続に参加するために必要な競争参加資格の有無の確認

及び技術提案書の作成者の選定の評価を行うため、提出する手続をいう。 

(2) 参加希望者は、記 4-2 で作成した参加表明書を、次のとおり契約責任者へ提出しなけれ

ばならない。 

    なお、参加表明書の提出をしない者は、以後の調達手続に参加することはできない。 

  1)提出期間  手続開始の公示の日の翌日から令和 5年 3 月 13 日（月）16 時まで 

  2)提出先   記 3に示す「契約担当部署」 

  3)提出方法  電子メール又は書留郵便等 

  ① 電子メールによる提出の場合 

  「R3･4 年度工事等の競争参加資格審査申請時に登録済のメールアドレス」又は担当者連絡 

先届（別紙様式）で指定した電子メールアドレスより、作成した「参加表明書」を契約 

担当部署宛アドレスに提出すること。 

  なお、電子メールによる提出の場合は、「参加表明書」への押印の省略が可能である。 

  ただし、受付期限内に提出のない場合や、ZIP ファイル形式による提出、「R3･4 年度工事 

  等の競争参加資格審査申請時に登録済のメールアドレス」、担当者連絡先届により指定した 

  メールアドレス以外での電子メールによる提出は受け付けない。 

  ② 書留郵便等による提出の場合 

  作成した「参加表明書」を 2 部（正 1 部、副 1 部）書留郵便等（郵便又は信書便のうち、 

  受領署名又は押印を必要とする方法）により提出すること。普通郵便、持参、ゆうパック、 

宅配便による提出は受け付けない。 

  4)提出書類  記 4-2 により作成した参加表明書を 1 部 

  （書留郵便等の場合は正 1 部、副 1部） 

(3) 参加希望者の、参加表明書の作成に係る留意事項は、記 4-2 に示すとおりとする。 

 

4-2.参加表明書の作成に係る留意事項 

(1) 参加希望者は、本件の手続に参加するため、次に示す参加表明書を作成しなければなら

ない。なお、参加表明書の作成に係る留意事項は以下に示す。 

  1)一般的な留意事項 

① 参加表明書は、日本語により作成すること。 

② 参加表明書は、記 4-1(2).1)に示す参加表明書の提出期間の最終日を基準日として作成する

こと。 

③ 参加表明書に記載漏れ等の不備がある場合や、虚偽の記載を行った場合は、無効として取扱

うこととし、その参加希望者は、以後の調達手続に参加することが出来ないものとする。 
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なお、参加表明書の提出後、契約責任者による競争参加資格の確認及び技術提案書の作成者

の選定までの間、記載漏れ等不備の確認は一切行わない。また、参加表明書の提出期間後にお

ける各書類の差替え、再提出は一切認めないので、提出前に参加希望者の責任により書類の確

認を行うこと。 

④ 参加表明書に虚偽の記載を行った参加希望者に対しては、競争参加資格停止措置を講じるも

のとする。また、有資格者認定を取消す場合がある。 

⑤ 記 4-1(2).1)及び 3)に示す提出期間内に送達がない場合は、その後に送達がなされた場合で

も無効として取扱うこととし、参加表明書は廃棄する。 

⑥ 有資格認定を受けていない参加者についても、参加表明書を提出することができるものとす

る。ただし、特定後の見積を行い契約の相手方となるためには、記 6-1(2)に示す集合型筆記方

式による技術提案書（技術論文）の作成日において有資格認定を受け、かつ契約責任者から「競

争参加資格あり」と認定される必要があるので、速やかに有資格認定を受けるものとする。 

⑦ 提出された参加表明書は返却しないものとする。 

⑧ 参加表明書の作成及び提出にかかる費用は、参加希望者の負担とする。 

⑨ 契約責任者は、参加希望者に無断で、提出された参加表明書を競争参加資格の確認及び技術

提案書の作成者の選定その他当該業務の調達手続に必要な目的以外の目的で使用することは

ない。 

⑩ 記 4-2(1).2)に示す参加表明書の各様式に記載した配置予定管理技術者は変更することはで

きないものとする。ただし、参加表明書提出期間後から競争参加資格の確認及び技術提案書の

作成者の選定までの間に記載した技術者の死亡等極めて特別な事情がある場合に限り、技術者

の変更を申請することができるものとするが、契約責任者が変更前の技術者と変更後の技術者

と同等の能力を有すると認め、引き続き競争参加資格ありと認定する必要があるものとする。 

⑪ 記 4-2(1).2)に示す参加表明書の各様式に記載する技術者について、同一の技術者を当該業

務のほか別の調査等に重複して配置予定技術者として登録・申請等を行う場合で、別の調査等

で先に受注等を行ったことで、その技術者を配置できなくなった場合は、当該業務の調達手続

に参加してはならないものとする。なお、技術者を配置できないにも拘らず当該業務の調達手

続に参加した者に対しては、競争参加資格停止措置を講じる場合がある。 

   

2)参加表明書の各様式作成に係る留意事項 

表明書（様式） 作成に係る留意事項 

参加表明書 

（様式 1） 

◇見積者に対する指示書 1.[2].①に示す事項に該当する者でないことを宣誓

し、参加表明に必要な書類の内容に事実と相違ないことを誓約すること。 

◇必要事項を記載のうえ記名すること 

業務実施体制 

（様式 2） 

《予定技術者の配置計画》 

◇施工管理共同体で参加表明書を提出する者は、施工管理共同体の代表者に

所属している者から管理技術者を配置すること。 

◇参加表明書に記載する予定技術者の配置計画は、管理技術者の他、共通仕様

書別紙-1 に示す「管理員Ⅰ」、「管理員Ⅱ」、「管理員Ⅲ」又は「管理員Ⅳ」

に該当する担当技術者について、配置予定期間に応じてそれぞれ何名配置

するか記載すること（施工管理共同体を構成する場合は構成員毎に記載）。

また、管理技術者が担当技術者を兼任し、１名となる業務実施体制は認めな

いものとする。 

◇当該業務の履行期間開始日は、令和 5 年 7 月 1 日から令和 5 年 9 月 1 日ま

での任意の日を設定できるものとし、管理技術者の配置期間（自）に記載さ

れた日とする。 

 なお、参加表明書提出期限においては、担当技術者は個人を特定する必要は

ない。また、当社の標準配置計画は次のとおりである。 



 ・管理技術者 人数 1 名（令和 5 年 7 月 1 日から令和 5 年 9 月 1 日まで）

から令和 6 年 3 月 31 日 

 ・担当技術者 人数 1 名（令和 5 年 7 月 1 日から令和 5 年 9 月 1 日まで）

から令和 6 年 3 月 31 日 

企業の実績 

（様式 3） 

◇企業の実績は、手続開始の公示 3-1.(6)に示す業務実績（同種又は類似）に

ついて、記載すること。 

◇施工管理共同体で参加表明書を提出する者については、施工管理共同体の

代表者の業務実績について記載すること。 

◇「区分」には、手続開始の公示 3-1.(6)に示す業務実績のうち「同種」・「類

似」のいずれかを記載すること。 

◇「業務名」には、手続開始の公示 3-1.(6)に示す業務実績のうち「区分」に

記載した内容に該当する業務名を記載すること。 

◇「契約期間」には、「業務名」に記載した業務の契約期間（１契約あたりの

契約期間）を記載すること。 

◇「テクリス登録番号」には、「業務名」に記載した業務を「業務実績情報サ

ービス（テクリス）」（以下「テクリス」という。）に登録している場合は、

登録番号を記載する。 

◇「添付書類」には、「テクリスの写し」又は「契約書類の写し」のいずれか

を記載すること。 

◇添付書類について 

  様式 3「添付書類」に「テクリスの写し」と記載した場合は、そのテクリ

スの写しを添付すること。ただし、テクリスの業務内容で同種業務又は類似

業務の内容が確認出来ない場合は、テクリスの写しのほか当該業務の業務

内容が確認できる契約書類（契約書・特記仕様書）等の資料を添付するもの

とする。 

様式 3「添付書類」に「契約書類の写し」と記載した場合は、当該業務の

業務内容が確認できる契約書類（契約書・特記仕様書）等の資料を添付する

ものとする。 

配置予定管理技術

者の資格 

 （様式 4-1） 

《資格》 

◇「資格名」には、手続開始の公示 3-1.(7).1)に示す「予定技術者が有する

資格」（共通仕様書別紙-1）の内容を記載すること。 

◇「登録番号」には、配置予定管理技術者が有する資格の登録番号を記載する

こと。なお、登録を必要としない資格を有している場合は記載する必要はな

い。 

◇「登録年月日」には、上記「登録番号」を付された年月日を記載すること。

なお、登録を必要としない資格を有している場合は当該資格の合格年月日

を記載すること。 

《経歴》 

◇「従事業務での管理員資格」には、配置予定管理技術者が施工（調査等）管

理員として経験した業務における、業務配置上の管理員資格を記載するこ

と。 

◇「業務名」には、配置予定管理技術者が施工（調査等）管理員として経験し

た業務名を１業務ごとに記載すること。なお、配置予定管理技術者が参加表

明書を提出する者以外に所属していた場合も含めてすべて記載すること。 

◇「従事期間」には、「業務名」に記載した業務で配置予定管理技術者が従事

した期間を記載すること（当該業務の履行期間ではないので注意するこ

と）。 



◇「従事した事務所等名」には、「業務名」に記載した業務で配置予定管理技

術者が従事した事務所等の名称を記載すること。 

◇「役職」には、「業務名」に記載した業務で配置予定管理技術者が従事した

際に管理技術者となっている場合に「管理技術者」と記載すること。 

◇「管理員業務経験年数」には、「従事期間」の合計年月数を記載すること。 

◇「うち、管理技術者としての業務経験年数」には、「役職」で管理技術者と

記載した「従事期間」の合計年月数を記載すること。 

《添付書類について》 

  様式 4-1「予定管理技術者の資格」に記載した資格を有することを証する

次の書類を添付すること。 

 1.登録を必要とする資格を有している場合は、「登録証の写し」を添付する

こと。 

 2.登録を必要としない資格を有している場合は、「合格証の写し」を添付す

ること。 

 3. 格（共通仕様書別紙-1 の区分）を有することを証する「修了証」等の写

しを添付すること。 

配置予定管理技術

者の業務経験 

（様式 4-2） 

◇配置予定管理技術者の経験は、手続開始の公示 3-1.(7).2)に示す業務経験

（同種又は類似）について、記載すること。 

◇「区分」には、手続開始の公示 3-1.(7).2）に示す業務実績のうち「同種」・

「類似」のいずれかを記載すること。 

◇「業務名」には、手続開始の公示 3-1.(7).2）に示す業務実績のうち「区分」

に記載した内容に該当する業務名を記載すること。 

◇「契約期間」には、「業務名」に記載した業務の契約期間を記載すること。 

◇「テクリス登録番号」には、「業務名」に記載した業務をテクリスに登録し

ている場合は、登録番号を記載する。 

◇「添付書類」には、「テクリスの写し」又は「契約書類の写し」のいずれか

を記載すること。 

◇添付書類について 

  様式 4-2「添付書類」に「テクリスの写し」と記載した場合は、そのテク

リスの写しを添付すること。ただし、テクリスの業務内容で同種業務又は類

似業務の内容が確認出来ない場合は、テクリスの写しのほか当該業務の業

務内容が確認できる契約書類（契約書・特記仕様書）等の資料を添付するも

のとする。 

様式 4-2「添付書類」に「契約書類の写し」と記載した場合は、当該業務

の業務内容が確認できる契約書類（契約書・特記仕様書）等の資料を添付す

るものとする。 

 (2) 参加表明書の各様式は A4 判とし、文字サイズは 10ポイント以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 集合型筆記方式による技術提案書の作成者の選定 

5-1.集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者の選定に関する評価基準 

(1) 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者を選定するための評価項目、評

価基準及び配点の次のとおりとする。 

評価項目 配点 

 評価基準 

業務実施

体制 

配置計画 業務実施体制における

技術者等の配置計画 

配置計画（配置予定開始日） 

参加表明書様式 2 に記載された

配置予定開始日に関しては、以

下のとおり評価する。 

① 令和 5 年 7 月 1 日から令和

5年9月1日までの日が設定

されている場合 

② それ以外の場合 

①適 

②非選定 

配置計画（配置予定開始日を除

く） 

参加表明書様式 2 に記載された

配置計画を当社の標準配置計画

と比較し以下のとおり評価す

る。 

①同等以上の場合 

②下回る場合 

③著しく不適切な場合 

④施工管理共同体で参加表明書

を提出した者で、管理技術者が

施工管理共同体の代表者に所属

していない場合 

①10 点 

② 0 点 

③④非選

定 

企業の業

務実績 

業務実績 手 続 開 始 の 公 示 3-

1.(6)に示す同種業務

又は類似業務の実績 

参加表明書様式 3 に記載された

同種業務又は類似業務の実績に

基づき以下のとおり評価する。 

ただし、継続契約業務（同一機

関・組織で実施している業務）

は、直近年度に完了した業務の

みを 1 件の業務実績とみなす。 

①同種業務の実績を有する 

②類似業務の実績を有する 

③上記①から②に該当しない

（業務実績が無い）場合は選

定しない 

①10 点 

②5 点 

③非選定 

配置予定

管理技術

者の業務

実施上の

能力 

資格 手 続 開 始 の 公 示 3-

1.(7).1)に示す資格 

参加表明書様式 4-1 に記載され

た資格に基づき以下のとおり評

価する。 

①管理員Ⅰ又は管理員Ⅱに該当 

②上記に該当しない場合は選定

しない 

 

 

①10 点 

②非選定 



業務経験 手 続 開 始 の 公 示 3-

1.(7).2)に示す同種業

務又は類似業務の実績 

参加表明書様式 4-2 に記載され

た同種業務又は類似業務の実績

に基づき以下のとおり評価す

る。 

①同種業務の実績を有する 

②類似業務の実績を有する 

③上記①から②に該当しない

（業務実績が無い）場合は選

定しない 

①10 点 

②5 点 

③非選定 

合 計 40 点 

 

5-2.集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者の選定 

(1) 契約責任者は、参加希望者から提出された参加表明書に基づき、手続開始の公示 3-1.競

争参加資格に基づく審査及び記 5-1.集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成

者の選定に関する評価基準に基づき評価を行い、集合型筆記方式による技術提案書の作成

者を次のとおり選定し、その結果について選定された者（以下「選定者」という。）及び選

定されなかった者（以下「非選定者」という。）に対しそれぞれ通知する。 

 1)選定方法 

手続開始の公示 3-1 の競争参加資格を満たす者を選定する。 

なお、競争参加資格を満たす者が 3 者を超えて存在する場合は、記 5-1 に示す評価基準

に基づき評価を行った評価点の上位 3 者を選定する。（なお、同評価点の者が複数いる場

合は、この限りではない。） 

  2)選定者及び非選定者への通知 

ｲ) 技術提案書の作成者として選定した者には、集合型筆記方式による技術提案書の作

成への参加の要請を含めて選定通知書をもって通知する。 

ﾛ) 技術提案書の作成者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と

その理由（非選定理由）を非選定通知書により通知する。 

   ﾊ) 技術提案書の作成者の選定及び非選定者への通知は令和 5年 3 月 24 日（金）を予定

している。 

   ﾆ) 非選定の通知を受けた者は、本業務の以後の調達手続に参加することはできない。 

 (2) 上記(1)において非選定の通知を受けた者は、契約責任者に対して非選定理由について

説明を求める（以下「説明請求」という。）ことができる。なお、説明請求を行う場合に

は、次に示すとおりとする。 

  1)受付期限  令和 5 年 4月 4 日（火） 

  2)受付場所  記 3に示す「契約担当部署」 

  3)受付方法  説明請求の書面（様式自由）を電子メール又は書留郵便等（郵便又は信書便

のうち、受領署名又は押印を必要とする方法）により受付。受付期限内に提

出のない場合や普通郵便、持参、ゆうパック、宅配便、ZIP ファイル形式に

よる提出は受け付けない。 

 (3)契約責任者は、上記(2)により提出された説明請求に対して書面により回答する。 

 

６ 集合型筆記方式による技術提案書の作成にかかる留意事項 

6-1.技術提案書の作成 

(1) 技術提案書の作成とは、予定管理技術者が一同に会し特定課題に対する技術論文の作成

及び予定管理技術者へのﾋｱﾘﾝｸﾞを実施することをいう。 

(2) 集合型筆記方式による技術提案書の作成は令和 5 年 4 月 17 日（月）から令和 5 年 4 月 

21 日（金）を予定している。 



6-2.集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成方法 

(1) 記 5-2 により通知を受けた選定者の配置予定管理技術者は、技術提案書の選定通知に記

載された日時に行う集合型筆記方式による技術提案書の作成に出席するものとする。 

 (2) 集合型筆記方式による技術提案書の作成における留意事項 

  1)実施内容 

   ｲ)技術提案書の作成（90 分） 

   ﾛ)ﾋｱﾘﾝｸﾞ（各 30 分） 

  2)配置予定管理技術者の確認 

    実施日集合時に、写真付きの身分証明書（社員証又は自動車運転免許証等）の提示を求

め本人確認を行う。 

  3)技術提案書の作成 

   ｲ) 技術提案書の作成は、記 5-2(1).2).の集合型筆記方式による技術提案書の作成への

参加要請書に示す技術提案書の設問について、配置予定管理技術者が実施日、実施会場

において筆記形式により実施するものである。設問として与えられた内容以外の回答

を記述した場合は、技術提案書を無効とする場合がある。 

   ﾛ) 技術提案書の設問は、２問程度を予定している。技術提案書は、各設問につきＡ４判

（300 文字～600 文字程度）１枚以内とし、手書きによるものとする。 

     なお、必要により図表を記載しても良いが複数色による記載は認めない。 

   ﾊ) 技術提案書の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計

量法（平成 4 年法律第 51 号）によるものとする。 

   ﾆ) 技術提案書の作成会場へは、筆記用具、定規、計算機の他に、作成のための参考とし

て書籍や資料及び参加者が作成したメモを持ち込むことは差し支えない。 

     ただし、携帯電話等電子機器による外部との通信は認めない。 

   ﾎ) 質問は、技術提案書作成前に、選定者の配置予定管理技術者全員が集合した会場で受

け付ける。 

   ﾍ) 技術提案書の作成時間内に途中退室することは妨げない。ただし、原則として退室後

の再入室は認めない。 

   ﾄ) 他の者の技術提案書作成の妨げとなる行為を行った場合は、退室を求める場合があ

る。この場合、技術提案書の内容に関わらず、その後に行うﾋｱﾘﾝｸﾞへの参加は認めず、

かつ技術提案書及び見積者として特定しない。 

また、集合型筆記方式による技術提案書作成に参加しなかった（設問に対する記述が

一切ない場合を含む。）者は当該技術提案書（技術論文）を特定しないものとする。 

  4)ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

ﾋｱﾘﾝｸﾞは、提出された参加表明書及び技術提案書に記載された内容に基づき、1 名あた

り 30 分程度のﾋｱﾘﾝｸﾞを実施するものとする。 

 

７ 技術提案書及び見積者の特定 

7-1.技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 技術提案書を特定するための評価項目、評価基準及び配点の次のとおりとする。 

評価項目 配点 

 評価基準 

業務実施

体制 

配置計画 業務実施体制におけ

る技術者等の配置計

画 

配置計画（配置予定開始日を除

く） 

参加表明書様式2に記載された技

術者の配置計画を当社の標準配

置計画と比較し以下のとおり評

価する。 

① 5 点 

② 0 点 



①同等以上の場合 

②下回る場合 

配置予定

管理技術

者の業務

実施上の

能力 

資格 手続開始の公示 3-

1.(7).1)に示す資格 

参加表明書様式4-1に記載された

資格に基づき以下のとおり評価

する。 

①管理員Ⅰに該当 

②管理員Ⅱに該当 

① 5 点 

② 3 点 

業務経験 手続開始の公示 3-

1.(7).2)に示す同種

業務又は類似業務の

実績 

参加表明書様式4-2に記載された

同種業務又は類似業務の実績に

基づき以下のとおり評価する。 

①同種業務の実績を有する 

②類似業務の実績を有する 

①10 点 

② 5 点 

業務の取

組姿勢等 

取組姿勢 業務への取組姿勢 配置予定管理技術者に対するﾋｱﾘ

ﾝｸﾞに基づき施工管理業務の理解

度・取組姿勢を各ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施者が

相対的に以下のとおり評価を行

い、全ての実施者の評価点の平均

値（小数点第２位を四捨五入し小

数点第１位の値）を評価値とす

る。 

①相対的に非常に優れている 

②相対的に優れている 

③普通 

④妥当でない 

①15 点 

②12 点 

③ 9 点 

④非特定 

技術力 業務に関連する技術

力（技術論文） 

集合型筆記方式による技術提案

書（技術論文）に基づき基礎知識

（仕様書・技術基準・ﾏﾆｭｱﾙ）の理

解度及び技術意欲を各ﾋｱﾘﾝｸﾞ実

施者が相対的に以下のとおり評

価を行い、全ての実施者の評価点

の平均値（小数点第２位を四捨五

入し小数点第１位の値）を評価値

とする。 

①相対的に非常に優れている 

②相対的に優れている 

③普通 

④妥当でない 

①10 点 

② 8 点 

③ 6 点 

④非特定 

業務に関連する技術

力（ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

配置予定管理技術者に対するﾋｱﾘ

ﾝｸﾞに基づき基礎知識（仕様書・技

術基準・ﾏﾆｭｱﾙ）の理解度及び技術

意欲を各ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施者が相対的

に以下のとおり評価を行い、全て

の実施者の評価点の平均値（小数

点第２位を四捨五入し小数点第

１位の値）を評価値とする。 

①相対的に非常に優れている 

②相対的に優れている 

①15 点 

②12 点 

③ 9 点 

④非特定 



③普通 

④妥当でない 

応用判断

力 

状況変化に対応でき

る応用力（技術論文） 

集合型筆記方式による技術提案

書（技術論文）に基づき特定課題

への技術者としての対応・意見を

各ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施者が相対的に以下

のとおり評価を行い、全ての実施

者の評価点の平均値（小数点第２

位を四捨五入し小数点第１位の

値）を評価値とする。 

①相対的に非常に優れている 

②相対的に優れている 

③普通 

④妥当でない 

①10 点 

② 8 点 

③ 6 点 

④非特定 

状況変化に対応でき

る応用力（ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

配置予定管理技術者に対するﾋｱﾘ

ﾝｸﾞに基づき特定課題への技術者

としての対応・意見を各ﾋｱﾘﾝｸﾞ実

施者が相対的に以下のとおり評

価を行い、全ての実施者の評価点

の平均値（小数点第２位を四捨五

入し小数点第１位の値）を評価値

とする。 

①相対的に非常に優れている 

②相対的に優れている 

③普通 

④妥当でない 

①15 点 

②12 点 

③ 9 点 

④非特定 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ力 

業務内容に対する説

明力 

配置予定管理技術者に対するﾋｱﾘ

ﾝｸﾞに基づきｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力（的確

性・説明力等）を各ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施者

が相対的に以下のとおり評価を

行い、全ての実施者の評価点の平

均値（小数点第２位を四捨五入し

小数点第１位の値）を評価値とす

る。 

①相対的に非常に優れている 

②相対的に優れている 

③普通 

④妥当でない 

①15 点 

②12 点 

③ 9 点 

④非特定 

下記のいずれかに該当する場合は特定しない。 

①技術提案書（技術論文）の作成又はﾋｱﾘﾝｸﾞに参加しなかった場合（ただし、病

気、交通機関の事故等真にやむを得ない理由で参加できないと判断される場合

はこの限りではないので、該当する場合はその旨を理由とともに書面（書式自

由、ただしＡ4 判とする。）にて提出すること） 

②技術提案書（技術論文）の設問に対する記述が一切ない場合 

③他の者の技術提案書（技術論文）作成の妨げとなる行為など不正行為を行った

場合 

非特定 

合 計 100 点 



7-2.技術提案書の特定 

 (1) 契約責任者は、参加表明書及び技術提案書に基づき、記 7-1 技術提案書を特定するため

の評価基準に基づき評価を行い、技術提案書の特定並びに見積者の決定を次のとおり行い、

その結果について特定された者（以下「特定者」という。）及び特定されなかった者（以下

「非特定者」という。）に対しそれぞれ通知する。 

 1)特定方法 

記 7-1 の技術提案書を特定するための評価基準に基づく評価値の最も高い者を特定者と

する。 

  2)特定及び非特定の通知予定日 

    令和 5年 5 月 10 日（水） 

   なお、非特定の通知を受けた者は、以後の調達手続に参加することはできない。 

 (2) 上記(1)において非特定通知を受けた者は、契約責任者に対して非特定理由について説

明請求を行うことができる。なお、説明請求を行う場合には、次に示すとおりとする。 

  1)受付期限  令和 5 年 5月 19 日（金） 

  2)受付場所  記 3に示す「契約担当部署」 

  3)受付方法  説明請求の書面（様式自由）を電子メール又は書留郵便等（郵便又は信書便

のうち、受領署名又は押印を必要とする方法）により受付。受付期限内に提

出のない場合や普通郵便、持参、ゆうパック、宅配便、ZIP ファイル形式に

よる提出は受け付けない。 

 (3)契約責任者は、上記(2)により提出された説明請求に対して書面により回答する。 

 

８ 見積合わせ及び契約の相手方の決定 

8-1.見積に必要な書類の作成等 

 (1) 特定者は、次に示すとおり、見積に必要な書類を作成又は準備しなければならない。 

なお、見積書の作成は、提出した業務実施体制に基づき作成すること。 

  1)見積書 ･･ 見積者に対する指示書[6]を参照のこと 

 

8-2.見積合わせ 

(1) 見積書の提出及び開札の執行については、記 7-2 に示す特定通知で通知する。 

(2) 特定者は、見積にかかる留意事項として、見積者に対する指示書「3.見積合わせ」を参

照のこと。 

 

8-3.見積の無効 

 見積者に対する指示書[14]に該当する見積は無効とする。 

 

8-4.契約の相手方の決定 

 (1) 契約責任者は、見積執行の結果、契約制限価格の制限の範囲内における有効な見積価格

である場合に、契約の相手方として決定する。 

 (2) 特定者は、契約の相手方の決定にかかる留意事項として、見積者に対する指示書[12]を

参照のこと。 

 

９ その他 

9-1.使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨に限る。 

 

 

 



9-2.質問の受付 

 (1) 説明書に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

  1)受付期間  手続開始の公示の日から令和 5 年 4月 3 日（月）16 時まで 

  2)受付場所  記 3に示す「契約担当部署」のとおり 

  3)受付方法  質問書面（別紙質問書様式）を電子メール又は書留郵便等（郵便又は信書便

のうち、受領署名又は押印を必要とする方法）により受付。受付期限内に提

出のない場合や普通郵便、持参、ゆうパック、宅配便、ZIP ファイル形式に

よる提出は受け付けない。 

 (2) 上記(1)により受付けた質問に対する回答は、次の定めるとおり行う。 

  1)回答予定日 質問を受け取った日の翌日から原則として 5日以内（休日は含まない。） 

  2)回答方法  NEXCO 東日本のﾎｰﾑﾍﾟｰｼ （゙「入札公告・契約情報検索」内の「本件公告件名」

の「備考」）に掲載する。 

        ⇒ https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service 

 

9-3.支払条件 

 (1)前金払 無 

 (2)部分払 有 

 

9-4.当該業務の受注者に関する競争参加の制限 

本業務を受注した者、本業務を受注した者と資本若しくは人事面において関連のある者、本

業務の担当技術者の出向・派遣元、本業務の担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面

において関連がある者（以下、「受注者等」という。）は、本業務の契約期間終了後にあっても、

本業務の契約期間中に発注に関与した工事、調査等については、当該工事、調査等の入札に参

加し又は工事、調査等を請負うことができない。また、受注者等は、本業務の契約期間中、監

督を担当する部署が発注する工事、調査等については、当該工事、調査等の入札に参加し又は

工事、調査等を請負うことができない。 

 

「資本若しくは人事面において関連のある者」とは、次の１）又は２）に該当する者である。 

1)当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、

又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている者。 

2)代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有する役員を兼ねている

場合におけるその代表権を有する役員が属する者。 

https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service

